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平成３０年度診療報酬改定等に伴う 
医療機能情報提供制度の対応について 

• 医療機能情報提供制度では、医療に関する制度や保険診療における診療行為
など、医療法以外の制度の事項も報告事項として設定している。 

• 今般、平成３０年度診療報酬改定等に対応するため、医療機能情報提供制度
の報告事項を見直す必要がある。 

見直す報告事項の案（例） 

診療報酬における医科及び歯科点数表の変更に基づき、告示の変更を行うもの 

【旧】第十一条 三 精神科・神経科領域 
 
【旧】第十一条 十一 産科領域 
 
【旧】第十四条 一 在宅医療 
  

【新】第十一条 三 精神科・神経科領域 
 ヨ 認知症サポート指導 
 タ 認知症療養指導 
 
【新】第十一条 十一 産科領域 
 チ ハイリスク妊産婦連携指導 
 リ 乳腺炎重症化予防ケア指導 
 
【新】第十四条 一 在宅医療 
 ノ 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理  

オンライン診療実施の有無及びその内容 

診療報酬における医科点数表の変更 に基づき、省令の変更を行うもの 

 （新設） 
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ご議論いただきたい論点（案） 

○ 医療機能情報提供制度は、制度開始から１０年以上が経過し、当時とは医療を
とりまく環境は大きく変化しており、それらを踏まえた見直しを行うことが必要では
ないか。 

 

○ また、見直す際には、利用する患者さんの利便性や、自治体・医療機関等の負
担等も考慮した対応も必要ではないか。 

 

 （見直すことが必要と考えられる項目の例） 

  ① 報告事項について 

・ 平成３０年度診療報酬改定に伴うもの 

・ 他の制度等で収集している項目との整理 

・ 海外の類似制度での項目 

など 

  ② 各都道府県での異なる運用状況について 

・ パソコン以外のスマートフォン・タブレット等の普及を踏まえた対応 

・ 訪日外国人や在留外国人の増加に伴う外国語への対応 

・ その他運用の見直し 

など 
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